
中心市街地地区の将来像の
具体化等について

令和４年８月３１日（水）１８時～
人 吉 市

１ 事業方針（案）について
２ 中心市街地地区の将来像の具体化について
３ その他

資料４

第１回 中心市街地復興まちづくり推進委員会



１ 事業方針（案）について 1

１ʷ１ まちなかグランドデザインのイメージ

これまでの地区別懇談会の意見を踏まえた、人吉市まちなかグランドデザインです。
具体の取組みは決定事項ではなく今後の関係者調整含めた具体化への精査・検討が必要です。

※A3拡大版あり



１ʷ２ 中心市街地地区の復興まちづくり計画 2

これまでの地区別懇談会で中心市街地地区の復興まちづくりに対するご意見をまとめたものです。
具体の取組みは決定事項ではなく今後の関係者調整含めた具体化への精査・検討が必要です。

中心市街地地区全体の将来像

清流球磨川と人吉らしい歴史・文化とともに、若い力と賑わいに満ち
お年寄りから子どもまで安心して暮らせるまちなか

※A3拡大版あり



課題

整備方針（整備すべき主な機能）

１ʷ３ 中心市街地地区の整備方針 3

中心市街地地区の復興まちづくりの基本的な考え方（コンセプト）

① 避難路・避難地等の整
備による災害に強いま
ちの実現

② 地権者等の意向を踏ま
えた生活再建と復興の
実現

③ 良好な住環境やにぎわ
い創出等将来ビジョン
の実現

 指定避難所へのスムーズな避難を実現する骨
格道路を含む避難ルートの整備

 災害時の一時避難場所となる公園などの避難
地の確保

 垂直避難できる建築物の立地誘導・指定拡大
 河川堤防の強化、円滑な水防活動への支援

 沿道建築物と連携した良好な道路空間の整
備等による地区内のにぎわい創出と、他地
区とをつなぐ高い回遊性の確保

 公園・広場の整備による良好な住環境の確
保と既存施設（コンテナマルシェ等）との
イベント実施等によるにぎわい創設

 山田川との連携強化による親水性の向上、
良好な河川空間の確保を図る

災害に強いまちづくりに向けて 復興まちづくりへの効果拡大

【防災】中心市街地地区
の課題

 流域治水プロジェクトの取組みと早期再建・復興との整合性
 災害に強いまちづくりの推進

【賑わい】

水害対策上

の課題

 避難路・避難地の確保
 未接道敷地の解消
 住宅地の安全性向上

 中心市街地の
活性化、産業
の活性化



五十鈴橋１ʷ４ 検討範囲 4



２ 中心市街地地区の将来像の具体化について

２ʷ１ 道路・公園等の公共施設配置（案）等について

5

公共施設等の配置は現時点の案であ
り、中心市街地復興まちづくり推進
協議会のご意見等を踏まえ変更する
可能性があります。

【配置等の検討が必要な公共施設】

避難路
（幅員６m予定）

都市計画道路
（幅員１６m）

交流・文化の場
（複合施設・公園など）

避難ルート

凡 例

避 難 路
土地区画整理事業

直接用地買収

交流・文化の場 直接用地買収

都市計画道路
紺屋町南町線

街路事業
直接用地買収

狭あい道路・行き止まり道路による避難路機能不足
避難地不足による防災機能不足

低地盤地域における
⾧時間の冠水範囲

A’A

避難路・避難地の確保
住宅地の安全性の向上

（堤防の強化・低地の地盤高調整）

豪雨に対応できなかった堤防
低地盤地域における⾧時間の冠水

（破線）：現況
（実線）：計画

狭あい道路・行き止まり道路による
避難路機能不足による防災機能不足



九日町

紺屋町

駒井田町

２ʷ２ 賑わい創出（案）等について 6

まちなかのポケット
パークのイメージ

交流・文化・まちなか居住拠点の形成

中心市街地の新たな拠点となる
緑豊かな図書館等のイメージ

中心市街地の活性化
（魅力・求心力の向上）

空地や低未利用地が散在

公園やオープンスペースの整備による
一時避難地の確保、にぎわい創出

兵庫県神戸市の例

人吉市検証実験の例

テラス席のよう
な形での建て方
の検討

ひかりの復興計画による夜間景観のイメージ

賑わい・観光・交流拠点の形成

二条橋

山田川堤防強化の方針

※今後、調査・設計等により詳細が変更となる可能性があります。

土砂堆積を軽減させるための横断形状の工夫街並み･景観に配慮した石積み

継続的に土砂撤去を行うための通路を整備
（平常時は散策も可能）

堤防の幅を確保し、構造を強化
避難路、水防活動の場として活用

川へのアクセスを確保する
まちづくりと一体となった整備



２ʷ３ まちづくりのルール【地区計画】について 7

都市
計画法

４）地区計画
※人吉駅前

５）人吉市景観計画
※鍛冶屋町

個々の建物の景観（デザイン）
等のルール

個々の建物を建てる際の高さ等
のルール

１）用途地域

２）高度地区

３）防火・準防火地域

土地利用（建てられる建物の種類）や
建てられるﾎﾞﾘｭｰﾑ等のルール

建物の高さの最高限度のルール

燃えにくい建物にするための
ルール

建物の建て方や街並みの
ルール

６）道路斜線・隣地
斜線・日影規制

市街地全域又は
一定の区域で
定めるルール

地区レベルで
定めるルール

個々の敷地や
建物ごとに
定めるルール

景観法

建築
基準法

地区計画は、住民の皆さんが主体となって地区レベルで定めることができ
るまちづくりのルールのひとつです。

根拠法 名称 ルール内容 対象範囲

（公共公益施設を含む）

（公共公益施設を含む）

（公共公益施設を含む）



R4年
8月 9月 10月 11月 12月

R5年
1月 2月 3月

R5年4月
以降

２ʷ４ 会の進め方（案） 8

※現時点での予定であり、検討状況などにより回数の増加も想定されます。

まちづくりのルール

第１回

ハ
ー
ド
対
策

ソ
フ
ト
対
策

第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 ・・・
協
議
会

道路・公園等の機能
・配置検討

まちづくり活動

土地区画整理事業の事業計画作成
事業認可手続き 等

区
画
整
理
区
域
内

区
画
整
理
区
域
外
・
河
川

避難路整備に伴う測量業務

公園・複合施設等 の機能・配置検討

用地測量
建物調査

道路・公園等の整備
イメージの検討

土地区画整理に伴う地区界測量業務
その他土地区画整理事業
に伴う測量業務

避難路整備に伴う測量設計業務
及び用地測量業務

ま
ち
の
将
来
像

山田川河川整備に伴う設計業務山田川河川整備に伴う測量業務



２ʷ５ 会の検討内容（案） 9

※現時点での予定であり、検討状況などにより回数の増加も想定されます。

回 活 動 内 容（案）

第１回
(8月)

中心市街地地区全体の将来像、整備方針に基づいた道路・公園等の公共施設配置案、

賑わい創出の説明、河川整備と一体となったまちづくりについて

第２回
(9月)

道路・公園・河川等（泉田川）の公共施設配置案の検討、（土地区画整理事業区域内

の事業計画素案の作成）、中心市街地地区の歴史について（まちなみや賑わい）

第３回
(10月)

第２回委員会で検討した公共施設配置案の提示（泉田川・堤防道路の配置）、複合施

設等の検討

第４回
(11月)

（区域外含む）公共施設案の検討、賑わい創出に向けた検討（導入施設など）、地区

計画等（素案：まちづくりのルール等）の検討、将来像のラフスケッチ

第５回
(12月)

第４回委員会で検討した公共施設配置案、地区計画等（原案）の提示、導入施設等の

検討



・都市計画道路「紺屋町南
町線」は、現在、道路線
形を検討中である。

・その他の地区内道路は、
幅員4m未満道路や行き
止まり道路がある。

２ʷ６ 道路の配置について
２ʷ６ʷ１ 現況道路について

10

4m未満道路

行き止まり道路

■現況道路幅員図（参考） 凡 例

被災市街地復興推進地域
（中心市街地地区）

【道路幅員】

１５ｍ以上

６ｍ以上１５ｍ未満

４ｍ以上６ｍ未満

４ｍ未満

都市計画道路紺屋町南町線
（計画未改良区間）



２ʷ６ʷ２ 道路配置の考え方

【A】指定避難所等への円滑
な避難が可能な避難路
の確保

中心市街地地区の
復興まちづくりの
基本的な考え方

① 避難路・避難地等の整備に
よる災害に強いまちの実現

② 地権者等の意向を踏まえた
生活再建と復興の実現

③ 良好な住環境や賑わい創出
等将来ビジョンの実現

【B】生活再建（土地利用）、
良好な住環境の創出に
必要な道路の確保

【C】賑わい創出のために
必要な道路の確保

道
路
の
機
能
（
役
割
）
を
基
に
道
路
配
置
を
検
討

11

道路の機能（役割）



４ʷ３ 道路・公園の配置案について２ʷ６ʷ３ 指定避難所への円滑な避難が可能な避難路の確保 12

【指定避難所への円滑な避難】
指定避難所への避難ルートとなる骨格道路を軸に
骨格道路までの避難ルートとなる区画道路を配置。



２ʷ６ʷ４ 道路の標準幅員について 13

■区画道路

幅員６ｍ道路 幅員のイメージ
（市道九日町鍛冶屋町線）

※丸恵本館前付近

幅員構成については、現在検討中

約6ｍ

■都市計画道路
紺屋町南町線

約16ｍ

幅員１６ｍ道路 幅員のイメージ
（都市計画道路紺屋町南町線）
※改良済み区間（大橋南側）



２ʷ６ʷ５ 道路の標準幅員について 14

車のすれ違い

消防活動 ■幅員４ｍの場合 ■幅員６ｍの場合

■幅員４ｍの場合 ■幅員６ｍの場合



２ʷ７ʷ１ 公園配置の考え方

【A】地区内の一時避難地や
防災活動空間

【B】子どもの遊び場、多世
代の憩いとコミュニ
ティの場、

【C】レクリエーションやイ
ベントの空間など交
流・文化等に資する場

中心市街地地区の
復興まちづくりの基本的な考え方

① 避難路・避難地等の整備に
よる災害に強いまちの実現

② 地権者等の意向を踏まえた
生活再建と復興の実現

③ 良好な住環境や賑わい創出
等将来ビジョンの実現

公
園
の
機
能
（
役
割
）
を
基
に
公
園
配
置
を
検
討

２ʷ７ 公園の配置について 15

公園の機能（役割）



16

都市公園の最低誘致距離は1箇所につ
き半径250mのため、中心市街地地区
では公園を１箇所配置することで、一
時避難場所として満足する。

被災市街地復興推進地域（中心市街地地区）

土地区画整理事業施行区域

２ʷ７ʷ２ 公園の誘致距離 16



２ʷ７ʷ３ 公園の機能、配置（案）について 17
公園（一時避難地）

 地区内の一時避難地や防災活動空間として整備
 子どもの遊び場、多世代の憩いとコミュニティの場、レクリエーションやイベントの空間など交流・文
化等に資する公園・広場として整備



２ʷ８ 河川整備と一体となったまちづくりについて

山

田

川

新温泉

18

●河川管理道路（堤防道路）検討の方向性

Ａ
‘

：道路整備（市道認定：標準６ｍ）
：河川管理道路（標準４ｍ）
：河川堤防の強化
：未接道敷地・低地盤調整検討範囲

＜河川の方針＞
・河川堤防の強化（溢水時に崩壊しない対策として天端幅3ｍ以上の確保）
・土砂撤去などの維持管理（高水敷への散策路設置）
・街並みや景観に配慮した石積み
・土砂堆積を軽減させるため横断形状を変更（堆積しにくくする）

・河川管理道路（市道認定する赤色部分）は、避難路や円滑な
水防活動ができる空間の確保並びに建物の新築又は増改築が
可能となるよう堤防幅６ｍで整備する

・河川管理道路並みに河川背後の低地盤範囲を嵩上げし、にぎ
わいづくりに繋がる一体的な土地活用の検討

＜まちづくりの方針＞
・未接道敷地の解消
・（相対的に）低い敷地の地盤高調整
・堤防背後地との段差をなくし、土地の利活用を図り、にぎわいづくりの検討
・既存道路と河川管理道路の円滑な接続を検討



２ʷ９ 山田川の河川整備について 19

【検討区間（合流点～五十鈴橋）】

令和４年２月15日開催
まちづくり座談会
～山田川の今後の整備について～
資料より抜粋

今後、調査・設計等により詳細が
変更になる可能性があります。

【断面イメージ】

土砂堆積を軽減させるための横断形状の工夫街並み･景観に配慮した石積み

堤防の幅を確保し、構造を強化
避難路、水防活動の場として活用

継続的に土砂撤去を行うための通路を整備
（平常時は散策も可能）

川へのアクセスを確保するまちづくりと一体となった整備



回 活 動 内 容（案）

第１回
(8月)

中心市街地地区全体の将来像、整備方針に基づいた道路・公園等の公共施設配置案、

賑わい創出の説明、河川整備と一体となったまちづくりについて

第２回
(9月)

道路・公園・河川等（泉田川）の公共施設配置案の検討、（土地区画整理事業区域内

の事業計画素案の作成）、中心市街地地区の歴史について（まちなみや賑わい）

第３回
(10月)

第２回委員会で検討した公共施設配置案の提示（泉田川・堤防道路の配置）、複合施

設等の検討、（土地区画整理事業区域内の事業計画原案の作成）

第４回
(11月)

（区域外含む）公共施設案の検討、賑わい創出に向けた検討（導入施設など）、地区

計画等（素案：まちづくりのルール等）の検討、将来像のラフスケッチ

第５回
(12月)

第４回委員会で検討した公共施設配置案、地区計画等（原案）の提示、導入施設等の

検討

３ その他 20

次回日程:令和４年9月下旬ごろを予定
協議内容:第２回の委員会では、「道路・公園・河川等（泉田川）の公共施設配置案の検討」、（土地区画

整理業区域内の事業計画素案の作成）、「中心市街地地区の歴史について」を行う会とさせてい
ただきます。


